
 

富山市商工業振興資金融資制度一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和８年７月１日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

＊１　中小企業団体が利用できる資金は、運転資金と高度化事業資金のみです。  

＊２　直近決算から６ヶ月以上経過している場合は、最新の試算表においても経常損益で欠損となっていることが必要です。 

＊３　３ナンバー、５ナンバーの車両は融資対象外です。（ただし、運転代行業用車両、福祉車両は除きます。） 

＊４　工場等とは、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、デザイン業、ディスプレイ業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、機械修理業、 

産業用設備洗浄業、非破壊検査業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所の用に直接供する建物及び構築物です。 

 資 金 名 　　　融 資 要 件 資金使途 融資限度額 融資期間及び償還方法 融 資 利 率 保証料率（＊11） 連帯保証人 担　保 融資申込先他

 

運 転 資 金

１．本市に住所又は主たる事業所を有し、１年以上同一業種を継続して営んでいること。 

２．中小企業信用保険法施行令第１条に規定する業種の事業を営んでいること。 

３．納期が到来している全ての市税を完納していること。 

４．事業計画が妥当であり、償還が計画どおり行われると見込まれること。 

５．富山市屋外広告物条例の規定に違反して屋外広告物等の表示や設置をしていないこと。 

６．申込時に既に融資を受けている運転資金を借り換える場合は、その２分の１以上を償還し、か

つ、返済期間も２分の１以上経過していること。

運 転 資 金 

１．商品(原材料)仕入 

２．買掛金(手形)決済 

３．諸経費支払 

４．その他

２，０００万円

５年以内の元金均等 

月賦償還 

（６ヶ月以内の据置を含む。）

１．７５％

年０．３５ 

～１．０５％ 

（市が全額助成）

個人は原則として不要 

法人は原則として代表者のみ
必要と認め

るとき 

商工労政課 

取扱金融機関 

 

 
原則として代表理事のみ 

（中小企業団体）（＊１）

 

経営安定資金

１．運転資金の要件の１から５の要件を備えていること。 

２．次のいずれかの要件を備え、経営の安定に支障を生じていること。 
①倒産企業に対し、３０万円以上の債権を有すること。 
②操業短縮企業に対する取引額が総取引額の２０％以上であること。　　　　　 
③最近３ヶ月の売上額が過去３年間のいずれかの年の同期に比べ５％以上減少していること。 
④直近の決算における経常損益で欠損となっていること。（＊２）　　　　　　　　　 
※富山商工会議所又は市内各商工会の認定を受け、申込時に認定書を添付してください。

運 転 資 金 

１．商品(原材料)仕入 

２．買掛金(手形)決済 

３．諸経費支払 

４．その他

１，０００万円

５年以内の元金均等 

月賦償還 

（６ヶ月以内の据置を含む。） 

ただし、市長が指定した経営

指導を受けた者にあっては７

年以内（１年以内の据置を含

む。）

 

 

 

年１．７５％ 
 

 

 

年０．３５ 

　～１．０５％ 

（市が全額助成）

個人は原則として不要 

法人は原則として代表者のみ

必要と認め

るとき

 

経営安定資金

（災　害　枠）

１．運転資金の要件の２から５の要件を備えていること。 

２．本市に住所又は主たる事業所を有していること。 

３．申込の日から起算して過去１年以内に発生した、地震、風水害、火災その他の災害により、経

営の安定に著しい支障を生じており、本市発行の『罹（り）災証明書』または『被災届出証明

書』の交付を受けていること。 

４．次のいずれかの要件を備えていること。 
①災害により被害を受けた事業の用に直接供する建物、機械器具等を市内に新たに設置し、又は
修繕するために要する資金であること。 

②災害からの復旧に要する運転資金であること。

運 転 資 金 

設 備 資 金 

（用地の取得費・造成

費は対象外とする。）

２，５００万円 
１０年以内の元金均等 

月賦償還 

（１年以内の据置を含む。）

 

経営安定資金

（激甚災害枠）

１． 運転資金の要件の２から５の要件を備えていること。 
２． 市内に住所又は主たる事業所を有していること。 
３． 申込の日から起算して過去１年以内に指定された激甚災害（以下単に「激甚災害」という。）により経営

の安定に著しい支障を生じており、富山市発行の『罹（り）災証明書』または『被災届出証明書』の交
付を受けていること。 

４． 次のいずれかの要件を備えていること。 
①激甚災害により被害を受けた事業の用に直接供する建物、機械器具等を市内に新たに設置し、又は修繕
復旧するために要する資金であること。 

②地震による液状化により地盤や土壌に被害を受け、建物等の復旧工事に必要な範囲内での地盤改良、土
壌改良を行うために要する資金であること。 

③激甚災害による被害の復旧に要する運転資金であること。

運 転 資 金 

設 備 資 金 

（用地の取得費は対

象外とする。）

５，０００万円

１０年以内の元金均等 

月賦償還 

（３年以内の据置を含む。）

年１．７５％ 
（借入から３年間

は市が全額助成）

年０．３５ 

　～１．０５％ 

（市が全額助成）

 

設 備 投 資　　　

支 援 資 金

１．運転資金の要件の１から５の要件を備えていること。 

２．次のいずれかの要件を備えていること。 
①近代化施設、車両運搬器具（＊３）、機械装置その他附属設備で耐用年数が１年以上のものの
設置に要する資金であること。 

②店舗又は事業の用に直接供する建物を市内に新築又は増改築するために要する資金であること。 
③従業員のための宿舎、給食施設、休養施設、保健衛生施設、教養文化施設又は屋内、屋外体育施設（こ
れらの施設の附属設備を含む。）を新築又は増改築するために要する資金であること。 

④工場等（＊４）の周辺地域の環境の整備（緑地の設置など）に要する資金であること。

設 備 資 金 

（①～③については、

用地の取得費・造成費

は対象外とする。）

１億円（＊５）

１０年以内の元金均等 
月賦償還 
（１年以内の据置を含む。）

 

年２．００％ 

（＊５）

年０．３５ 

　～１．０５％ 

（市が全額助成）

個人は原則として不要 

法人は原則として代表者のみ

必要と認め

るとき

 

企業立地促進 

事 業 資 金

１．運転資金の要件の３及び５の要件を備えていること。 

２．次のいずれかの地域において工場等（＊４）の新設、移設又は増設を行うために要する資金で

あること。（建物及び建物と同時取得の用地費のみ対象とする。但し、下記①において、賃貸し

ている企業がその用地を購入する場合は、土地のみも可とする。） 

①市が造成した工業団地又は工場立地法に基づく工場適地 

②本市の特定地域（工業専用地域、工業地域、準工業地域）

設 備 資 金 ２億円

１２年以内の元金均等 

月賦償還 

（１年以内の据置を含む。）

 

年１．７０％ 

年０．３５ 

　～１．０５％ 

（市が全額助成）

個人は原則として不要 

法人は原則として代表者のみ

原則として

徴する

商工労政課 

取扱金融機関 

 
◎事前に、本市

へ対象設備の認

定申請を行う必

要があります。

 

高度化事業資金

１．組合員又は出資者の３分の２以上の者が本市に住所を有していること。 

２．独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第３条第１項第１号、第３号及び第４号に規定す

る事業又は市長がこれに準じると認める事業を行うために要する資金であること。 

３．運転資金の要件の３及び５の要件を備えていること。

高度化事業資金 １億円

１０年以内の元金均等 

月賦償還 

（１年以内の据置を含む。）

 

年２．５０％ 

年０．３５ 

　～１．０５％ 

（市が全額助成）

原則として代表理事のみ 

（中小企業団体）（＊１）

必要と認め

るとき



＊５　設備投資支援資金の融資限度額を従来の５千万円から１億円に拡充しています。（取扱期間は令和９年３月３１日まで） 

 

 

 
＊６　　現在行っている事業を廃止する場合や、新たに法人を設立して新事業展開を行う場合は対象外となります。（なお、分社化（＊７）に該当する場合は対象となることがあります。） 

＊７　　分社化とは、中小企業者（法人）が、現在行っている事業を継続しながら新たな法人を設立し、その法人の筆頭株主になることです。 

＊８　 「ハイブリット自動車」、「電気自動車」、「メタノール自動車」、「天然ガス自動車」のみが該当し、３ナンバー、５ナンバーも融資対象とします。（事業の用に直接供することを明確にする必要があります。） 

＊９　　事業を営むものが創業者の場合は、「創業者支援資金」の対象となります。 

＊１０  借入後６ヶ月を経過している（据置期間中にあるものを除きます。）市制度融資資金の残高が対象となります。 

＊１１　事業者選択型経営者保証非提供制度を利用した場合に上乗せとなる保証料率分の保証料は助成の対象外です。 
 
 
 

　※富山市商工業振興資金融資制度を利用できる中小企業者の要件や、申込添付書類等については、別紙「富山市商工業振興資金融資制度のご案内」をご覧ください。 

 　　　　　　　　　・お問合せ先　富山市役所　商工労政課　ＴＥＬ４４３－２０７０　ＦＡＸ４４３－２１８３

 資 金 名 　　　融 資 要 件 資金使途 融資限度額 融資期間及び償還方法 融 資 利 率 保証料率（＊11） 連帯保証人 担　保 融資申込先他

 

創業者支援資金

１．次のいずれかの要件を備え、市内で開業すること。 

①同一業種に１年以上継続して勤務し、当該業種と同一業種の事業を営むために要する資金であ
ること。 

　②法律に基づく資格を有している者が、当該資格に係る事業を営むために要する資金であること。 
③市長が指定した経営指導を受けた者が、事業を営むために要する資金であること。 

２．中小企業信用保険法施行令第１条に規定する業種の事業であること。 

３．運転資金の要件の３及び５の要件を備えていること。　　　 

４．事業計画が妥当であり、これを実施する能力を有する者と認められること。

運 転 資 金 

設 備 資 金 

（用地の取得費・造成

費は対象外とする。）

１，０００万円 

(事業費の８０％以内) 

１０年以内の元金均等 

月賦償還 

（１年以内の据置を含

む。）

 

年１．８０％ 

 

年０．３５ 

　～１．０５％ 

（市が全額助成）

個人は原則として不要 

法人は原則として代表者のみ

必要と認め

るとき

商工労政課 

 
＊金融機関から

の保証依頼はで

きません。

 

第 二 創 業 

支 援 資 金

１．次のいずれかの要件を備えていること。 

　①これまで行ってきた事業が帰属する業種と日本標準産業分類（中分類）が異なる業種で、市内
にて新たに事業展開を行うために要する資金であること。【新事業展開（＊６）】 

　②中小企業である会社が、新たに中小企業の会社を市内で設立し、具体的な計画のもと当該会社
で事業展開を行うために要する経費であること。【分社化（＊７）】 

③富山市新産業評価委員会の審査において、事業計画等について一定の評価を得た者が本市で当
該事業を営むために要する資金であること。 

２．創業者支援資金の要件の２から４までに適合していること。

運 転 資 金 
設 備 資 金 
（用地の取得費・造成
費は対象外とする。）

５，０００万円 

(内、運転資金は 

１，０００万円とする。) 

１０年以内の元金均等 

月賦償還 

（１年以内の据置を含む。）

 

 

年１．８０％ 

 

年０．３５ 

　～１．０５％ 

（市が全額助成）

個人は原則として不要 

法人は原則として代表者のみ

必要と認め

るとき

 

環 境 保 全　　　

設 備 資 金

１．運転資金の要件の１から５の要件を備えていること。 

２．事業の用に直接供するため、次のいずれかの設備に要する資金であること。  

①太陽光発電　　②風力発電　　　　　　③バイオマス関連　　④中小規模水力発電 

⑤地熱発電　　　⑥太陽光利用　　　　　⑦温度差熱利用　　　⑧バイオマス熱利用 

⑨雪氷熱利用　　⑩バイオマス燃料製造　⑪クリーンエネルギー自動車（＊８） 

⑫天然ガスコージェネレーション　　　　⑬燃料電池

設 備 資 金 

（用地の取得費・造成

費は対象外とする。）
２，０００万円

７年以内の元金均等 

月賦償還 

（１年以内の据置を含む。）

 

 

年２．００％ 

 

年０．３５ 

～１．０５％ 

（市が全額助成）

個人は原則として不要 

法人は原則として代表者のみ

必要と認め

るとき

商工労政課 

取扱金融機関

 

商店街空き店舗 

活用促進資金

１．市内の商店街等で空き店舗となっている店舗を借りて事業を営もうとする者、または、空き店

舗に出店し１年未満のもの。 

２．空き店舗となっている店舗で小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営むために要す

る資金であること。 

３．店舗が所在する商店街団体及び当該商店街団体地区を管轄する商工会議所または商工会に加入

または、加入申込をしていること。 

４．創業者支援資金の要件の２から４までに適合していること（＊９）。

運 転 資 金 
設 備 資 金 
（用地の取得費・造成
費は対象外とする。）

２，０００万円 

(内、運転資金は 

１，０００万円とする。) 

７年以内の元金均等 

月賦償還 

（１年以内の据置を含む。）

 

 

年２．００％ 

 

年０．３５ 

　～１．０５％ 

（市が全額助成）

個人は原則として不要 

法人は原則として代表者のみ

必要と認め

るとき

商工労政課 

 
＊金融機関から

の保証依頼はで

きません。

 資 金 名 　　　融 資 要 件 資金使途 融資限度額 融資期間及び償還方法 融 資 利 率 保証料率 連帯保証人 担　保 融資申込先他

 

緊急経営基盤 

安 定 資 金
（取扱期間：令和９年 
３月３１日まで）

１． 運転資金の１～５の要件を備えていること。 

２． 本資金の利用により、経営の安定が見込まれること。 

３． 事業経営に支障が生じ、次のいずれかの要件を満たすこと。 
　①最近１ヶ月の売上総利益が前年同期に比べて減少している。 
　②最近１ヶ月の売上原価が前年同期に比べて上昇している。 
※富山商工会議所又は市内各商工会の認定を受け、申込時に認定書を添付してください。

運 転 資 金 

借 換 資 金 

（＊１０） 

借換を伴わない運転資

金のみの利用も可

５，０００万円

８年以内の元金均等 

月賦償還 

（６ヶ月以内の据置を含む。）

年１．２０％
年０．３５ 

　～１．０５％

個人は原則として不要 

法人は原則として代表者のみ

必要と認め

るとき

商工労政課 

取扱金融機関


